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　平成 25年度

７月 11日～ 10 月 21 日、市内 19 会場

A 　①試行運行の実施計画は、常にバスに乗車している人数を表す平均乗
車密度という指標を用い、利用者が少なく基準に満たない場合は運行内容の見

直しを行うこととしています。
　廃止については、沿線住民のニー
ズや満足度、廃止による影響などを
総合的に評価し、「栃木市地域公共
交通会議」の協議を経た上で決定し
ます。
 ②利用状況や地域住民からの要望等
を踏まえ、必要に応じて現在の運行
ルート以外のルートについても検討
します。

③試行運行期間は、平成25年度までを予定しています。試行運行期間の変更は、
現時点では予定していません。　　　　　　　　　　　　　　（生活環境部）

⇒４月から運行ルート等の見直しを行い、金崎線では「道の駅にしかた」から、
県道上久我都賀栃木線沿線の西方町本郷、都賀町原宿を経由し、「都賀文化会館」
に至る運行ルートを新設し、栃木駅を起点・終点とする循環線、ダイヤ改正な
どを行いました。その他の路線も、市民の方にご利用いただけるよう改正をし
ました。

Q
　【豪雨等による水害時の緊急避難対策について】
　記録的豪雨による大災害が起きている。部屋地区はハザードマップで

は広い区域が深く水没する想定となっており、豪雨があった場合、堤防が決壊
し大水害を被ることになる。対策の第一は堤防の強化であるが、同時に避難対
策が必要である。
　未曾有の豪雨を念頭に置き、より実効性の高い対策が早急に講じられること
を強く要望します。

A 　記録的な豪雨が各地で多発しております。現在の洪水ハザードマップで
は、部屋地区においてはご指摘のとおり、巴波川堤防が氾濫した場合、巴波橋
を通る避難経路は通行困難になります。
　そのため、正確な情報収集に基づき、危険が切迫する前に余裕をもって迅速
かつ確実に避難勧告・指示を行うとともに、多様な避難経路・救助方法の確保
が必須となります。
　特に高齢者等災害時要援護者については、日ごろから自治会や福祉関係者と
情報交換等を行い、速やかな避難誘導に努めるとともに、現在、市で策定して
いる地域防災計画・水防計画を踏まえ、各地区の実態に応じた実行可能な避難
誘導体制を構築していきます。　　　　　　　　　　　　　　　（危機管理監）

⇒３月に「地域防災計画」「水防計画」を策定しました。平成 25 年度は、そ
れらの計画に基づき「防災ハザードマップ」を作成する予定です。

　フリートークでのご質問
【質問】市内の３病院が統合再編されることで救急病院が第１病院に集中して、
機能として低下することは無いのか。

【回答】誤解があったかもしれませんが、救急に関しては、第１病院（仮称）
しか受け付けないわけではありません。救急は第２病院（仮称）も受け入れま
す。まずは第１病院が中心になりますが、ご懸念されていますように、第１病
院が受け入れできない場合は、第２病院にお願いすることもありますし、最初
から第２病院に行くこともあり得ます。一切他はやりませんということはあり
ませんので、ご安心ください。　　　　　　　　　　　　　　（総合政策部）

【質問】市内の防犯灯 1 万灯を、平成 25 年度に 2 億 5000 万円をかけてＬＥ
Ｄ化するという件について、各自治会で独自に設置している防犯灯については、
1 万灯の中に入っているのかどうか伺いたい。

【回答】自治会の管理している防犯灯を全てＬＥＤに交換することを予定して
いて、ご質問のあった自治会の防犯灯については対象に含まれています。
　また、整備をした後の管理については、行政で管理をしますので、26 年度
以降は自治会の負担がなくなる予定です。　　　　　　　　　（生活環境部）

　今年度も、たくさ
んの皆さんにお越し
いただき、多くのご
意見をいただきたい
と思います。
　自由参加となって
いますので、お誘い

あわせの上お越しください。（栃木地域への参加については、  地域まちづく
り課☎ 21 ‐ 2247 へ事前に連絡ください）

 秘書広報課 ☎ 21 ‐ 2224

　まちづくり懇談会 ふれあいトーク 開催

　自治会から事前にいただいた質問

　【ふれあいバスの試行運行について】
　西方地域でも「ふれあいバス」の試行運転が始まり、約２時間毎にバ

スが通っても、乗客の姿が見えない。高齢者が今後増える事から継続して正式
な運行を確保していただきたい。
①継続して運行されるための条件は？
②現在のコース（金崎線、真名子線）以外（小中学校、総合文化体育館、なか
よしこども園等の公共施設を通るルート）を走る計画はないのか。
③試行運行期間は何年か？期間の変更は可能なのか？

Q

　ここでは、平成 24 年度に行われたまちづくり懇談会ふれあいトークの
ご提案等の中から、いくつかを紹介します。

№ 開　催　日 開催時間 会　場
1   7 月 11 日（木） 19 時～ 21 時 西方総合文化体育館
2   7 月 12 日（金） 19 時～ 21 時 西方保健センター
3   7 月 17 日（水） 19 時～ 21 時 真名子夢ホール

4   7 月 25 日（木） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 大平南地区公民館

5   7 月 26 日（金） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 大平西地区公民館

6   ８月   1 日（木） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 大平東地区公民館

7   ８月   2 日（金） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分

第６・７地区 
（第六地区コミュニティセンター）

8   ８月   8 日（木） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分

第２・３・４地区 
（第四地区コミュニティセンター）

9   8 月   9 日（金） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 吹上・寺尾地区（吹上公民館）

10   8 月 19 日（月） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分

第１・５地区 
（第五地区コミュニティセンター）

11   8 月 21 日（水） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 皆川地区（皆川公民館）

12   8 月 23 日（金） 18 時 30 分～ 
20 時 30 分 大宮・国府地区（国府公民館）

13 10 月   2 日（水） 19 時～ 21 時 部屋地区公民館
14 10 月   3 日（木） 19 時～ 21 時 藤岡遊水池会館
15 10 月   4 日（金） 19 時～ 21 時 赤麻地区公民館
16 10 月   7 日（月） 19 時～ 21 時 三鴨地区公民館
17 10 月 17 日（木） 19 時～ 21 時 合戦場小学校体育館
18 10 月 18 日（金） 19 時～ 21 時 家中小学校体育館
19 10 月 21 日（月） 19 時～ 21 時 赤津小学校体育館
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